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社会福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金支給要領の制定について（通知） 

このことについて、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中での物価高騰による社会

福祉施設及び医療施設等の負担の軽減を図り、適切で質の高いサービスの安定的な提供を維持す

るため、標記支援金を支給することとし、別添のとおり支給要領を制定したのでお知らせします。 

なお、支給申請等の手続については、下記のとおりとなりますので、期間内に申請いただきま

すようお願いします。 

記 

１ 申請先（問い合わせ先） 

社会福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金支給事務局 

〒020-8778 盛岡市菜園一丁目３－６農林会館411号室 

電話019-613-7001（１月 27日（金）9：00から開設予定） 

２ 申請方法 

  原則、特設ホームページの申請フォームから申請してください。 

３ 申請期間 

  令和５年２月１日（水）～令和５年３月20日（月） 

４ 特設ホームページURL（１月27日（金）から開設予定） 

  https://iwate-syakaihukusi-iryoushien.jp/ 

５ その他 

 (1) 補助対象事業所の要件等詳細については、支給要領や特設ホームページを御確認願います。 

 (2) 申請手続き等に係るお問い合わせ先は、上記１に記載の事務局（019-613-7001）となりま

すので御留意願います。 

 (3) 申請マニュアル等については、２月上旬に送付予定ですので、あわせて参考にしてくださ

い。 

 

正後全文を添付すること。 

  
担当：介護福祉担当 小原 

電話：019-629-5441 






























